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日時：１１月１８日（日）  
    １３：３０～１６：３０ 
場所：愛知芸術文化センター 

チケット：前売１４００円、当日１７００円 

予約：Ｆａｘ０５２－８４２－２７３９  

又はホームページから 

 
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

絶対保存版 

 
今年の夏合宿は、メチャもりだくさん！お風呂も料理もよかったけどやっぱ超充実

してた講義内容！これまたしっかりレポートで、ＷＷニュースはオトク感１００％ 

 

   

映画“百合祭” 
＋浜野監督講演会 

１０ページに詳細 
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１ まとめ 
 

９月１１日に起きた米国の同時多発テロ事件と、その後の報復の動きに底知れぬ不安を感じ

ます。皆さんのまわりではどんな意見や感想が語られているのでしょうか。私の職場では、子ど

もの頃から愛されて育つこと、そして愛するものがある人になること、遠回りでもこれかなーと話

したりしてます。 

それとともに、差別のない社会をつくることだな、と思い、気を取り直して、楽しくも充実した夏

合宿の報告をします。 

合宿のテーマは、「同一価値労働同一賃金について学ぶ」で、２日にわたって大脇雅子さん

の集中講義を受けました。（とてもぜいたく）その内容は、１日目は高井千恵子さんが、２日目は

藤田浩美さんが、次ページ以降に書いてくださったので、じっくりお読みください。 

合宿後、事務局会議では、ワークシェアリングはどうすれば実現できるのか知りたいので、勉

強会をしたいという意見が出ました。雇用上の男女平等を実現するために、男女の働き方、賃

金、税金、育児、老人介護などについて、総合的な見直しの運動を展開していかなければ、と

思います。 

次に、合宿全体の様子をレポートしましょう。 

一言で言うと、今年参加しなかった人は、とっても損しましたねー。まず、宿です。高台に立つ渋

い日本建築、囲炉裏を切った一階の広間がミーティングの場所。下呂の温泉を湛えた露天風

呂と桧作りの内風呂―――なんども入りました。２階は落ち着いた和室がたくさんあり、みな思

い思いの寝場所を確保。私は、小部屋で一人、大の字になって寝ました。 

そして、我々が、熱心に講義を受けている時も、夜のフリートーキングをしている時も、常に響く

包丁の音――そう、高野裕樹君が腕を振るっておいしい料理を食べさせてくれました。１４人分

を３食、作っては片づけ、作っては片づけ、しかも、微笑み絶やさず、ですよ。高野史枝さんのフ

ェミニズム教育の成果をみんなで分かち合う喜びというものもありましたね。で、来年からも、是

非、コック付きでやりたいという声が多数上がっていました。次は、私の息子を、という方は手を

上げてくださいね。女の子は、だめですよ。これは、差別ではありません、アファーマティブアク

ションですからね、念のため。？？？？？ 

夜のフリートーキングは、事務局が目論んでいたものは全くやれず、知らないうちに２つのグ

ループに分かれ、わいわいがやがや。私がいた方は、岡崎さんの鍼のサービスあり。みんな、

頭のてっぺんにも鍼をうってもらって神妙な顔してました。もう１つの方は、何をおしゃべりしてた

のかな？ 

というわけで、身にも心にも頭にも充実した夏合宿でした。 

場所を提供してくださり、熱心な講義をしてくださった大脇さんと、名コックの裕樹君に紙面を借

りて、お礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  では、前置きは、これくらいにして本論をどうぞ。（Ｏ） 
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 ＷＷ夏合宿テーマ 

「同一価値労働・同一賃金」勉強会      講師：大脇雅子さん 

 

 

 

１日目 女性の労働と同一価値労働同一賃金 

 

 

女性差別訴訟 

第１のピーク（80年ごろ）の争点：働きつづける権利 

                （ex．結婚退職制度は 30以上の裁判の後憲法違反となった） 

第 2のピーク（90年ごろ～）の争点：賃金格差と昇格差別 

 

近年の代表的な裁判 

①芝信用金庫裁判  昇格差別がはじめて認められる（2000年） 

②シャープ裁判  男女差別は認められたが昇格差別は認められなかった（昇格 

                  差別分は計算できないとして、慰謝料のみとなった） 

③住友電気工業裁判  男女差別があったことは認められたが、当時（昭和 40年代） 

                  の風潮として、公序良俗に反しないとされた 

 

＊「芝金（上告中）の判決をどう定着させるか」が現在の運動の課題 

 

 

 同一価値労働同一賃金の原則 

  異なる職種を一定の職務評価ファクター（評価基準）によって評価し、 

仕事の価値が同一であれば異なる職種に従事する男女労働者に同

一の賃金を支払うことを求める原則【Aより】 

 

国際的な原則・権利として位置づけられている「同一価値労働同一賃金の原則」 

◇ILO100号条約（同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約） 

  1951年に採択され、日本政府も 1967年に批准しているが、政府は労基法 4条にこの原

則が含まれているとして、法改正は行っていない。また、ILO から請求されているこの原則に

批准したことに  関する資料をいまだに提出していない。 

◇女子差別撤廃条約 11条 1項（ｄ）…1979年に国連で採択、1985年に日本も批准 

◇第 4 回世界女性会議・北京「行動綱領」165 条ａ項…1995 年政府代表団が参加し採択に賛

成 

 

その背景 

女性労働者が増大しても、女性が多数を占める職種（女性職）が低賃金職種となっている。す

なわち、「性別職務分離のもとで低く評価された女性の職種･職務の価値の再評価」による男女

賃金格差の是正が必要。 

 

1980年代、欧米先進国において 
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「Comparable Worth（ｺﾝﾊﾟﾗﾌﾞﾙ･ﾜｰｽ）」または「Pay Equity（ﾍﾟｲ・ｴｸｲﾃｨ）」の呼称のもとこ

の原則が主要な戦略として展開された 

 

実現の先進例 

カナダ・オンタリオ州 

 1987 年にペイ・エクイティ法を制定し、公務･民間両部門で 10人以上の従業員を雇用する事

業所に男性職（70％以上を男性が占める職種）と女性職（60％以上を女性が占める職種）間の

賃金格差をこの原則に基づいて解消することを期限を定めて義務づけた。個人からの申し立て

を待つことなく、使用者に義務を課すプロアクティブ（積極的介入型）な法として評価されてい

る。 

 

その他 アメリカ 20州と 1700を超える地方自治体など 

    EU諸国 イギリス 1970年同一賃金法など 

 

具体的な実施手順（カナダオンタリオ州ﾍﾟｲ･ｴｸｲﾃｨ法（＝PE法）に則る） 

以下、「京ガス男女賃金差別事件に関する意見書」（昭和女子大森ますみ教授 2001.1）【＝

A】をもとに「同一価値労働同一賃金の原則」の具体的な適用法 

【この事件の概要と争点】 

 98 年京ガスを相手に男女賃金差別を訴え、損害賠償として、同期入社の男性社員との差額

賃金額及び賃金差別に対する慰謝料の支払を求めているもの。但し、原告が「事務職」である

のに対し、比較の対象にあげられた男性社員は「監督職」である。このため、この男性と原告が、

労働の質・量において同等（あるいは男性の方がそれ以下）であることを職種の違いを超えて

立証しなければならない 

 

＊性に中立な、職務評価ファクターと評価方法の採用による「職務評価制度」 
 ←男性労働者が多数を占めた時代に、男性労働者の従事する職務を評価されてきたという歴史的背景 

＊比較評価されるのは「職務」そのもので各個人ではない 
  （欧米の基本的な賃金制度である職務給がベースになっている） 

 

① 職務評価委員の設立と準備的作業 

② 職務比較   
  性に中立な職務評価システムを選定 

   この事件では 4つのファクターを以下のように設定し、（ ）内のウェイトで 1000点満点を振り分けた。 

   この４つのファクターのもとにａ～ｌまでの計 12項目のサブファクターを設定。 

   知識･技能（＝40％）／責任（＝15％）／精神的･身体的な負担と過労度（＝30％）／労働環境（＝15％） 

  職務調査と職務評価を行う 

   各職務（あらかじめ、調査し、2人がどのような仕事（職務）を行っているかを列記している）のすべ 

   てに点数をつけ、ファクターのウェイトに沿って、配分することで、ふたつの職務を同じものさしで、 

   図り、得点化 

  女性職と男性職の職務価値の比較 

③ 賃金比較と調整 

 

森氏は、この結果を 

 原告：比較対象者＝838 点：780 点＝107：100 と算出し、同一価値労働同一賃金原則から

みて対象者に匹敵する価値の労働に従事していることから、賃金の格差を是正し、過去の差額

を損害賠償額として支払われるべきと意見している。 
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問題点 

◇日本の場合、「職務」という概念が確立していない。 

◇「同一（価値）労働同一賃金の原則」ではなく、「同一義務同一賃金の原則」があるのだといっ

た学説や、日本は年功序列だから、そもそも、同一価値労働同一賃金の原則といったものは、

当てはまらないといった学説が有力となっている。 

 

＜参考資料＞ 

京ガス男女賃金差別事件に関する意見書（2001.1.25）昭和女子大学教授森ますみ【＝Ａ】 

 

＜｢同一価値労働同一賃金の原則｣に関する参考資料＞ 

日本ペイエクイティ研究会発行『平等へのチャレンジ－カナダ・オンタリオ州のペイ・エクイティ

法とその運用－』 1996年 

ペイエクイティ研究会発行『WOMEN AND MEN PAY EQUITY 1997 商社における職務の

分析とペイ・エクイティ』 1997年 

リンダ・ブルム著『フェミニズムと労働の間－コンパラブル・ワース運動の意義』御茶の水書

1996年 

(T) 

 

 

 

２日目 「パートタイム労働と均等待遇の原則」 

 

 パートタイム労働者とは、週３５時間未満の短期労働者を指し、現在全体の雇用者数の２割

以上を占め、女性雇用者数だけでは約３人に１人である。数の上からも、増加率からも女性の

方が多くなっている。以前はパート労働は補助的定型的であったが、今では基幹的恒常的役

割をにない、仕事も多様化し勤続年数も長期化している。企業にとっても、不況の中、良質な労

働力として期待されており、もはや使い捨ての単純労働とはいえない。 しかし、待遇面におい

ては仕事の質や量で判断されず、「パートだから」という身分差別で不公正な取扱いを受けてい

る現状である. 

 

パートタイム労働法の問題点 

  この法律以前パートタイム労働者の賃金についての法律はなかった。そこで立法化にあたり、

「通常労働者とパートタイム労働者の実態を比較し、同種の労働者と均等な取扱いをする」よう

法案を出したが、「均等な取扱い」に対して非常に抵抗が強く、結果的に「使用者は通常の労働

者との就労実態と均衡をふまえて決定する。」となった。これはパートが残業や配転等で企業に

対し拘束度が低いので差があって当然という考えや、「安く使えるからこそパートで雇用してい

る。」意識が強いことによるものだ。しかし、「均衡」という概念があいまいなため国会で質問した

ところ、「均等を真ん中におき、多少幅のある概念」との答弁を得、均等には至らなくとも著しい

差別は認められないこととなった。そこで、正社員とパートの均衡処遇の基準、内容について詳

しくものさしを作るため、「パートタイム労働にかかる雇用管理研究会」（通称ものさし研）を設置

した。 
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 だが、ものさし研の報告書は非常に消極的な内容で、単に「政府は均衡な取扱いについての

労使の自主的な取り組みをサポートする」という結論であった。また、その中でパートタイム労

働をタイプ分けし、「正規社員と職務が同一の時は、処遇労働条件をできるだけ同等とし、職務

が異なる時は、均衡な取扱いをする」と、初めて「同一労働同一賃金」を明確にしたが、職務が

異なる場合や合理的な理由があれば職務が同一であっても均等な処遇をしなくてもよいという

ことで、同一価値労働の考えは取り入れられなかった。 

 さらに、ものさし研の報告には、ＩＬＯ１５６号条約「家事育児の責任を背負う男女労働者に対

する平等な取扱い」や、同じく１６５号勧告「臨時やパート労働者に対し、労働時間に比例して賃

金を支払う」（職務が同一、同種、同等、類似、同一価値ならば、時間比例で賃金支給）につい

て、全く触れられていない。家庭責任による差別が女性をパート労働に向かわせている現状に

目をつぶって、パートの均等処遇の問題は解決できないと思われるのだが。  

  このように現在の法律には様々な問題点がある。 

 

パートタイム労働に関する学説、判例、諸外国の例 

 「同一労働同一賃金」を最初に提起した白砂訴訟以後、学会では賛否両論うずまいたが、現

在ではパート労働の均等処遇に関し、主な学説は次の５説である。 

１ 同一（価値）労働同一賃金説（労基法４条） 

    労働の質と量が同じか同価値なら同一賃金を時間比例で支払う（時間単価同一） 

２ 日本的雇用慣行説 

    パートは低拘束（残業、配転なし）なので均等にはできない（同一義務同一賃金） 

３ 人権侵害説 

    パートタイム差別は働く者への人権侵害である 

４ 均衡のとれた公正な取扱い説（パートタイム労働法３条） 

    著しい差別は違法だが、２０％までは裁量できる 

５ 身分差別説（労基法３条） 

    パートという社会的身分による差別禁止 

 判例に関しても、均等処遇の方向に向かっている  

・日ソ図書    同一労働同一賃金の原則 

・丸子警報器      労働者を人として平等に処遇する原則（公序良俗）  １００％で和解 

・白砂ほぼ１００％で和解（給料算定で一部不利な扱い） 

  諸外国では、法律で均等処遇を明記している国（ドイツ、フランス）と、法文化されていないが

平等概念が前提である国（イギリス）があるが、ヨーロッパでは、ＥＵの均等処遇指令に従って

いる。 

 

今後どのような立法が必要か 

 昨年１２月提出の法案（大脇案）は、「正規社員とパート社員の均等な処遇のためのものさし

を作り、時間あたり賃金を労働大臣の指針として出し、パートを理由とする差別は禁止する」と

いう内容で、同一（価値）労働同一賃金の原則に立ち、共通の時間あたり賃金を時間比例で支

払い、合理性のないパート差別を禁止するということだ。 

  他の案としては次のようなものがある。 
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和田案   ：労働時間の長さに比例し、一定の格差を認める。 

             労働時間  ８割以上   格差 ２０％まで    ７ｈ労働だと賃金 80％×７ 

                     ５～８割           ３０％まで    ５ｈ労働だと賃金 70％×５ 

                          ５割未満         ４０％まで     ３ｈ労働だと賃金 60％×３ 

朝倉案   ：同一労働、同一価値労働同一賃金の原則に基礎をおく 

  労働の質と量は、技能、責任、経験、職務内容で判断する。配転やローテーショ

ンによる昇格等は職務による賃金決定ではなく、それらは労働に付随する責任の

一つに過ぎないからである。 

ナカクボ案：まず差別禁止 

   過去の差別がこれだけある中で、同一（価値）労働同一賃金は無理。まず 差別

を禁止し、過去の差別をアファーマティブアクションで是正した上で。  

 

 今後どういう法案が成立するか心配しているが、今までのパートを正社員並に、女性を男性と

同等にという考えを一度見直してはどうか。むしろ、男女共に正社員でもパートでも人生のステ

ージによって自由に転換できる働き方が可能となる法律を考えてはどうか。その参考になるの

がオランダモデルである。 

 オランダモデルとは？ 

 アメリカで自由競争が進んだ結果貧困と所得格差が生まれ、ニュージーランドでは規制緩和

の結果雇用条件の悪化、生活の質の低下が生じた、サッチャーのイギリスも同様である。経済

効率のみ追求すると社会から落ちこぼれていく人もでてくる。一方、オランダ、オーストリア、デ

ンマーク、アイルランド、中でもオランダは効率と公正のバランスのとれた成功例となっている。

フレキシブルでありながら、セキュリティもしっかりしているという意味の「フレクシキュリティ」な

社会で、ワークシェアリングも一番進んでいる。 

  日本でワークシェアリングを考える場合、８時間労働一人を４時間のパート二人にし、パート

は低賃金でいいので得をしようという発想であるが、オランダでは、賃金を単純に案分した上で

社会保険料軽減により賃金抑制を緩和し、また、労働時間差による差別を禁止して、徹底した

パートの均等処遇に基づいて法律を作った。その前提は、「女性より男性の方がよく働く、会社

に忠実で有能だと思い込んでいることが男女差別の始まりである。労働時間の長短による差別

は、より長く職場にいる人ほど有能で労働意欲も高く会社に忠誠度も高くパフォーマンスもいい

と思い込んでいることが差別の始まりだ」＊という考えにある。 

                                    ＊参考『オランダモデル』日経新聞 

  オランダモデルは、１９８２年オランダ病（経済成長失速と高福祉により社会が破綻）克服のた

め、政労使三者が、労働組合は賃金抑制に協力、企業は雇用確保と労働時間短縮、政府は財

政支出抑制と減税をすることで合意したことに始まる。つまり賃金抑制をしてもセキュリティをし

っかりして、パートタイム労働を促進することで雇用を創出しワークシェアリングに成功したので

ある。オランダの労組は、「パートタイム労働は労働者のニーズに見合ったフレキシブルな働き

方を保障し、女性の労働市場参加を促進し、社会のあらゆるジェンダー格差解消を目標にす

る」と言っている。 

 まず健康と安全を確保し、労働の再分配で雇用の創出を行い、支払い労働と不払い労働の

男女間での格差を再配分するという骨子である。そのための方針として、 
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１ 男性（熟練）中心の職場にパートを導入 

２ 女性（パート）中心の職場で労働のグレードアップ（賃上げ） 

３ 男性の職場に女性を参入 

４ 仕事と家庭の責任は男女でシェア 

５  過重労働（長時間労働、サービス残業等）からの保護 

を掲げ、パートタイム労働の均等処遇の原則を立法化し、その結果、 

１ ニーズに従って、パートタイム労働者を任意に選択できる 

２ 使用者は労働時間について労働者の意思を尊重する（パート⇔フルタイム） 

３ 社会保障を所帯単位から個人単位にする 

４ 所得税を個人化する 

こととなった。そして、高学歴の人ほどパートに参入するようになった。一家の稼ぎ手が一人（収

入１）でも、二人（収入２）でもない、二人で０．７５ずつ（収入１．５）の働くカップルが生まれ、時

間のゆとりができ、消費が刺激され経済も活性化した。同時にパートの働く時間帯も変形労働

時間は規制され、あくまでも生活のための労働が実現し、今ではパートは３８％を占めている。 

 無論、問題がないわけではない。法律は整っても、男性がフルタイムで女性がパートという考

えも残っており、男女格差もある。また、パートになっても仕事がフルタイム並だと訴える高学歴、

管理職もいる。そして、北欧諸国のように基本はフルタイムで一時的にパートになる方がよいの

ではという考えもある。 

 

では、日本では？ 

 パートタイム労働と均等処遇の保障はどうあるべきか。まずは、働き方のモデルを男性方から

女性型へ、少なくともニュートラルな型にシフトする発想が必要である。そして、労働時間短縮、

両立支援、社会保障の枠組み、均等処遇の徹底という総合政策の上でパートタイム労働を考

えなければならない。そのためには、 

１ 妊娠出産のみ女性を手厚く保護する 

２ 育児介護は男女でシェアする（家事は自立した人間の当然の仕事） 

３ 深夜業、時間外労働、配転の拒否の権利を男女共に認める（生活のための労働） 

ことが不可欠である。特に家庭責任を男女でシェアするという考えを徹底しない限り、家庭責任

は女性のみ、女性はパートでいい、パートは低賃金でいいという流れを断ち切れない。そして、

「より長く職場にいる人ほど有能で労働意欲も高く会社への忠誠度が高くパフォーマンスもいい

という思い込みを払拭しよう。そして、その発想に立たなければ日本で労働時間短縮によるワ

ークシェアリングは進まないということを肝に命じ」＊る必要がある。 

＊ 「オランダモデルと日本のパートタイム労働」『賃金と社会保障』'01.５月下旬号  

従来、日本には同一価値労働同一賃金の原則が公序としてないと言われてきたが、パートタ

イム労働の実態や、パートタイム労働者の「均等に処遇してもらえないのが唯一の不満」という

声を無視できなくなっているのではないか。同一価値労働同一賃金の原則は、「正社員の男女

間での差別是正」と、「不安定雇用者（パート、契約、派遣等）と正規社員との均等処遇」の２つ

の運動で鍵を握っている。そして、この２つの運動のうねりの中で差別解消と雇用創出によるワ

ークシェアリングできることを期待している。 
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   大脇さんの話は、遠い世界であった国会でのやりとりや、私達にとってはあたりまえのこと

が法律を作る側や学会でまだまだ認知されていないということがわかり、興味深いものでした。

しかし、オランダや他のヨーロッパの国で少なくとも理念として定着していることに希望が持てた

気がします。また、質疑応答では、ワークシェアリングすると保障はどうなるのか。年功序列が

崩れてくると変わってくるのではないか。税制（配偶者控除）や、社会保障（被扶養者、国民年

金３号）のシステムを変えるべきだ等盛り上がりました。 私にとっては正社員であることと、パ

ートであることの違いが段々わからなくなってきたのですが、今の日本の社会があまりにも不公

正であるので、同一価値労働同一賃金ですっきり明快な社会が実現するのを期待していま

す。                                                                                                           

(F)  

 
ワーキング・ウーマン主催 

映画”百合祭”＋浜野佐知監督講演会 
11月 18日（日）／pm13:30~16:30 

 
出演：吉行和子 ﾐｯｷｰｶｰﾁｽ 正司歌江 白川和子 ほか 

 
場所 愛知県芸術文化センター・スペース A (栄) 

料金 １７００円（前売り１４００円） 

問合申込：ワーキングウーマン 052-842-2739（Fax） 

DZH03114@nifty.ne.jp 

 
映画「百合祭」は 2001年春に完成した新作映画でまだ劇場公開されていない新

作です。先日 9月 9日「あいち国際女性映画祭」で上映され大好評を博しました。 

６人の女性（69才～91才）が住むアパートに、一人のセクシーなお爺さんが引

っ越してくる。このお爺さん次々にアパートの女性を口説いて…「女たちの性エネ

ルギーが再起動する！」とサブタイトルのついたこの映画は、今まで語られること

の少なかった「老年女性の性」を大胆にまたユーモラスに描いた快作です。 

今回ゲストとしてお招きする浜野佐知監督は、30 年近くピンク映画を撮りつづ

け、女性のセクシュアリティについて製作現場で深く考えるに至ったバリバリのフ

ェミニスト。 

「あいち国際女性映画祭」のパーティで、来賓や主催者たちが「男とか女とかでは

なく…」とか「人間として…」などと発言するのを聞いて、「男と女はまだ平等じ

ゃないのに何を言う！！もっともっと女にこだわらなくては！！」と”吠えて”いま

した。（笑）会員のみなさん、ぜひぜひお知り合いにチケットを売って、ごいっし

ょにご来場ください。 

ゼッタイ面白い、必ず元気が出る！と保証いたします。 

 

映画の内容は 

http://www.h3.dion

.ne.jp/~tantan-s/ 

でも紹介されてます 

http://www.h3.dion.ne.jp/~tantan-s/
http://www.h3.dion.ne.jp/~tantan-s/
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今年の夏は前半が暑かった。でも気が付くと 9 月、昨年の東海豪雨の記憶がよみがえる、ちょ

っと危険な季節となりました。････････････以下の資料のお問い合せは川田まで／TEL&FAX

 0587－93－4758 

 

 愛知女性研究者の会 Nｏ．１８０ 

2001 年度総会報告～総会講演「大学教職員の労働者性と労働契約の問題」龍谷大学教授脇

田滋さん～私立大学の組合のほとんどは法人別組織であるため、労働条件の改善を勝ち取っ

たとしても、一法人（大学）内の成果にとどまってしまう。最近はリストラ目的の自由や人権抑圧、

一部理事者による専制的な運営が生まれており、産業別・地域別の統一を強化して、できるだ

け統一協約の締結をめざすことが重要。 

 

 あごらさっぽろ Nｏ．２３５ 

6月 5日、「札幌市男女共同参画推進懇話会の市民公聴会に参加して」ほか 

 

 女たちの元気流・おんな労働組合（関西）No．13５ 

阪神淡路大震災における｢被災者自立支援金・結婚不支給裁判｣の神戸地裁勝訴判決報告～

「世帯主被災要件は女性差別・公序良俗に反する」ほか 

 

 ぐるうぷＮＯ！セクシュアル・ハラスメントＮＥＷＳ No．３２ 

「女性への暴力ホットラインスタッフ養成講座」8月 26日～2002年 4月 7日（全 16回）福岡市

女性センター・アミカスにて、定員 50 名、対象：女性に対する暴力の被害を受けた女性への支

援を行う意思のある女性で相談スタッフ希望者及び相談員。 

 

 それゆけ女たち（セクシャルハラスメントと闘う労働組合ぱあぷる） No１０６ 

6月ミーティング後半報告～相談電話の対応の仕方ほか、 

本の紹介：「知事のセクハラ 私の闘い」横山ノック事件原告 田中萌子著 角川ＯＮＥテーマ２

１最新刊～薄くて一気に読めちゃうのでおすすめ本です。 

：「悔やむことも恥じることもなく～京大・矢野事件の告発」甲野乙子著 解放出版社 

 

 日本女性学研究会ニュース No２２３ 

メディアにおける「ご懐妊」と「女性国際戦犯法廷」、日本女性学研究会 2001 年夏季合宿 8 月

12（日）~13日（月）北陸先端科学技術大学院見学＆温泉＆キャンプほか 

会のホームページアドレスは、http://www.jca.apc.org/fem/ です。 

 

 ＮＦＵふれあい通信 Ｎｏ２８ 

学習会報告「労働基準監督署の活用法」、第 13 回コミュニティ･ユニオン全国交流集会のお知

らせ 9月 21日（金）13時～22日（土）12時三重県阿児町賢島にて 

http://www.jca.apc.org/wssj/
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----------------------------------------------------------------------- 

    INFORMATION・情報・じょうほう 

------------------------------------------------------------------------------ 
 講演会 

『ペイエクイティ てなに？』 
  

１：賃金制度改革の現場から ―成果主義賃金がもたらした効果― 

木下善嗣さん（薬業ネットワーク） 

２：ﾍﾟｲｴｸｲﾃｨ（同一価値労働同一賃金）の意義とその実現に向けて  

居城舜子さん（常葉学園短大） 

日時：９月２２日（土） 午後１時３０分から 参加費：無料 

場所：名古屋市女性会館 主催：「均等待遇２００１年キャンペーン」東海実行委員会 

連絡先：Tel ０５２－６７９－３０７９（名古屋ふれあいユニオン） 

--------------------------------------------------------------------- 
  名古屋ＹＷＣＡ平和問題委員会連続講座 

～いつでもどこでも誰でもできる『非暴力』な毎日から市民・NGO が創る『平和』へ～ 

第 3回 『非暴力トレーニング』 
講 師：阿木幸男さん（非暴力トレーナー） 

日時：９月３０日（日） 午後１時から５時 参加費：２２００円 託児あり（要予約） 

場所：名古屋ＹＷＣＡ 連絡先：Tel ０５２－９６１－７７１９（ＹＷＣＡ平和問題委員会） 
-------------------------------------------------------------------------------- 

o ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ 開設 2周年記念講演会 

森田ゆりさん講演会 家族の中のコミュニケーションと暴力～身近にひそむド

メスティックバイオレンス、女性と子どもへの影響～ 

·日時：１０月１４日（日） 午後１時３０分から４時３０分 

参加費：前売り 2,500円 当日 3,000円 

託 児：先着 10名まで（1 人 800円）一週間前までにご予約ください 

主催・問合せ：ウィメンズカウンセリング名古屋 YWCA  

FAX 052-961-7719 wcny@nagoya-ywca.or.jp  

--------------------------------------------------------------------- 
  瑞穂デイセンター「えんがわ」                      

 ボランティア養成講座 
１）９．１５（土）イギリスを訪ねて 

日本福祉大名誉教授 児島美都子さん 

２）１０．２０（土）介護の実習 
愛知江南短大 伊藤和子さん 

３）１１．１７（土）リハビリの実際 
大喜ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ施設長 藤本久子さん 

４）１．１９（土）仲間の勉強会 
介護の経験とビデオ学習 

５）２．１５（土）介護保険のお話 
瑞穂区役所介護保険課長 浅野義高さん 

６）３．１５（土）介護の心得と介護体験 
元名古屋大医学部保健学科 永田量子さん

 

場所：瑞穂デイセンター「えんがわ」 連絡先：Tel 052-837-3344(木金),831-1666 
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   C&A「愛と自立、信頼と協調のつき合い方セミナー」 
 

２００１、９/８、９ Part１ 聴き方応じ方がうまくなる学習会 

     １１/１０、１１ Part２ 話す聴く・語り合い能力向上の学習会    

２００２、  １/１２、１３ Part３ 話し合い能力向上の学習会 

       ３/  ９、１０ Part４ 勇気づく学習会 

講師：出口和世さん  場所：野並子どもの村  

参加費：各 20,000円（各２日間ともご参加ください）子どもの村に宿泊可 

読書会 「怒りのダンス」  第二第四木曜日 PM7:30～9:30 

セミナー終了者のための「読書会」です。 場所：野並子どもの村 
参加費：一回 １０００円 ﾃｷｽﾄ代別 

   主催・問合せ：Ｃ＆Ａ 長瀬 ０５２－８９２－６８２４ 
--------------------------------------------------------------- 

 

知ってた！？ 

■あの「アリーテ姫の冒険」が映画化された！  

残念ながら！東京と大阪のみでの公開！名古屋にも来ないカナ！！ 

・原作：「アリーテ姫の冒険」 

（原題『The Clever Princess』） 

ダイアナ・コールス作 

グループ・ウイメンズ・プレイス訳 

学陽書房 

・映画『アリーテ姫』公式サイト 

http://www.movie-eye.com/arete/ 

 
 
 かわいらしく、おとなしく、従順に」というお姫様教育を受けたにもかかわらず、アリーテ

姫は賢くて勇気のある王女に成長した。 

 賢いがゆえに、悪い魔法使いが出す三つの難題に直面する。 

 彼女には、よい魔法使いにもらった、「困ったときにこすったら願いが三度だけかなう」指

輪がある。なのに、退屈を紛らわすためにだけ指輪を使い、危険を避けるためには一度も使

わなかった。 

 三つの難題は、自分で知恵を働かせ、力ずくで相手を傷つけたりせずに、しなやかに解決

していく。 

 王子に見いだされるのを待つ受け身のシンデレラ姫や白雪姫とはまるで違う行動的なヒロ

インだ。 

 英国の童話『アリーテ姫の冒険』（ダイアナ・コールス作、学陽書房）は、女性問題に関心

を持つ「グループ ウィメンズ・プレイス」が訳し、「横浜女性フォーラム」の監修で一九八

九年に出版された。 

 これまでに十九版を重ね、計八万二千部のロングセラーである。 

http://www.movie-eye.com/arete/
http://www.movie-eye.com/arete/

